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第３款 普通回数乗車券の様式 

（常備普通回数乗車券の様式） 

第 203条 常備普通回数乗車券大人小児用の様式は、次のとおりとする。 

一般用         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  必要に応じ、経由を表示する。 

  

表 
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6cm（裏無地） 
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（補充普通回数乗車券の様式） 

第 204条 補充普通回数乗車券大人用・小児用の様式は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  必要に応じ経由を表示する。 

 

第 205条 削除 

第 206条 削除 

第 207条  削除 

第 207条の２ 削除 
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